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【議事次第】 

１. 開会 

２．議事 

（１）開催要綱について 

（２）全体スケジュールについて 

（３）全国意見照会の集約結果・標準仕様書案の修正内容について 

（４）検討・課題事項について 

（５）ご依頼事項について 

（６）その他 

３. 閉会 

 

【配布資料】 

資料１ 開催要綱 

資料２ 全体スケジュール 

資料３ 全国意見照会の集約結果・標準仕様書案の修正内容 

資料４ 検討・課題事項 

資料５ ご依頼事項 

参考資料１ 意見・集約一覧 

別紙 ご意見記入シート 

別途添付 1 特定健診等システム標準仕様書【第 0.9版】案 

  



○議事概要 

（議事（１）について） 

事務局から特定健診等 WTの開催要綱について説明が行われた。 

意見、質問等なし。 

 

（議事（２）について） 

事務局から全体スケジュールについて説明が行われた。 

意見、質問等なし。 

 

（議事（３）について） 

事務局から全国意見照会の集約結果について説明が行われた。 

＜質疑応答＞ 

・（ベンダ構成員）意見概要 No1について、地方自治体独自事業は特定健診等システム

では扱えない認識でよいか。 

⇒（事務局）ご認識のとおり。特定健診等システムは国保中央会の特定健診等データ

管理システムの共同処理機能をベースとするため、特定健康診査・特定保健指導・

後期高齢者健康診査のみが対象となる。 

・（ベンダ構成員）意見概要 No3について、券番号は自動採番後に手動採番ができる内

容となっているが、特定健診等データ管理システムで採番する場合は適用されず、自

庁で行う場合のみ適用されるという認識でよいか。 

⇒（事務局）ご認識のとおり。 

 

（議事（４）について） 

事務局から検討・課題事項について説明が行われた。 

＜質疑応答＞ 

・（ベンダ構成員）No1 の他システム連携のうち「住登外者情報」について、住登外者

は特定健診の対象者ではないが、なぜ必要となるのか。また、特定健診の対象者のみ

絞り込んで連携を行うのかは今後の検討となるのか。 

⇒（事務局）住所地特例者に個別に受診券を送付することがあるというご意見があ

り、例外的に住登外であっても受診券等を送付したいケースがある認識である。40

歳以上など絞り込みをして連携するかは今後の検討となる。 

⇒（ベンダ構成員）現在の連携要件に連絡先はない認識であるが、国保システム側の

仕様書を変更するということか。 

⇒（事務局）住登外者情報連携追加の要否から今後の検討事項という認識である。仮

に追加が必要と判断された場合には、国保システム側とも検討を行う必要がある

と考えている。 

 

（議事（５）について） 

事務局から依頼事項について説明が行われた。 

意見、質問等なし。 



 

 

（議事（６）について） 

全体を通しての確認がされた。 

 

＜質疑応答＞ 

・（オブザーバー）資料３および資料４について、意見内容と修正・対応方針は記載さ

れているが、検討や修正に至った経緯や理由も記載してほしい。 

⇒（事務局）承知した。次回以降記載を行う。 

 

 

 

 

以 上 

 


